
公共下水道事業会計〔上下水道事務所 上下水道課 所管〕

１．概　要

２．収益的収入及び支出

（単位：千円、％）

営業収益

営業外収益

特別利益

（単位：千円、％）

営業費用

営業外費用

特別損失

予備費

３．資本的収入及び支出

（単位：千円、％）

企業債

国庫補助金

他会計負担金

他会計補助金

受益者負担金

（単位：千円、％）

建設改良費

企業債償還金

一般貸付金

　市の公共下水道事業は、昭和50年3月に事業認可を受け事業に着手し、昭和56年9月に供用を開始

した。その後も認可変更を重ね、市街化調整区域を含め整備区域を拡大し、農業集落排水事業を合

わせた汚水整備率はほぼ100パーセントに達している。

　令和6年度も、民間企業による汚水終末処理場（浄化センター）等の下水道施設の包括管理を行

う。また、下水道施設の維持管理については、「ストックマネジメント」及び「経営戦略」に基づ

き、計画的な点検・調査の実施や、下水道管路管理システム及び下水道設備管理システムを活用し

た効率的な施設の維持管理に努めるとともに、老朽化した浄化センターや人孔鉄蓋の更新を実施す

る。

（収入）

款 項 6年度 構成比 5年度 構成比 増減額 増減率

下水道事業収益 1,482,106 61.2 1,519,896 61.4 △ 37,790 △ 2.5

940,082 38.8 956,761 38.6 △ 16,679 △ 1.7

5 0.0 5 0.0 0 0.0

△ 2.2

（支出）

款 項 6年度 構成比 5年度 構成比 増減額 増減率

収入合計 2,422,193 100.0 2,476,662 100.0 △ 54,469

下水道事業費用 2,174,693 96.5 2,294,386 95.4 △ 119,693

662 0.0 662 0.0 0 0.0

3,000 0.1 3,000 0.2 0 0.0

△ 5.2

76,791 3.4 106,504 4.4 △ 29,713 △ 27.9

△ 6.2

（収入）

款 項 6年度 構成比 5年度 構成比 増減額 増減率

支出合計 2,255,146 100.0 2,404,552 100.0 △ 149,406

142.6

554,466 44.6 169,495 53.5 384,971 227.1

資本的収入 245,000 19.7 101,000 31.9 144,000

26,758 2.2 27,043 8.5

16,207 1.3 18,510 5.8 △ 2,303 △ 12.4

△ 285 △ 1.1

240 0.0 480 0.3 △ 240 △ 50.0

292.6

（支出）

他会計貸付金
返還金

400,000 32.2 0 0.0 400,000 皆増

款 項 6年度 構成比 5年度 構成比 増減額 増減率

収入合計 1,242,671 100.0 316,528 100.0 926,143

171.7

610,000 27.6 0 0.0 610,000 皆増

資本的支出 1,359,977 61.7 500,489 66.8 859,488

236,699 10.7 248,399 33.2 △ 11,700 △ 4.7

194.7支出合計 2,206,676 100.0 748,888 100.0 1,457,788
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≪収益的収入≫

①　営業収益

○下水道使用料　 予算書Ｐ．402

＊ 積算根拠

≒ 千円

＝ 千円

≒ 千円

※積算結果は、使用料単価の一銭未満を切り捨てているため差異が生じる。

≪収益的支出≫

①　営業費用

○管渠費　 予算書Ｐ．404

千円　下水道事業収益： 千円］

＊その他積算根拠

［負担金：雨水処理維持管理負担金　　 千円］

  【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

  【内容（何の業務活動をどのような手法で行うか）】

（１）委託料　 汚水管渠管理委託料 千円

雨水管渠管理委託料 千円

樋管管理委託料 千円

下水道管路管理システム委託料 千円

水質検査委託料 千円

汚水管路点検委託料 千円

（２）その他 修繕費ほか 千円

○ポンプ場費　 予算書Ｐ．405

千円］

  【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

  【内容（何の業務活動をどのような手法で行うか）】

総有収水量（Ａ） ㎥ 10,091,780 10,187,820 △ 96,040 △ 0.9

1,395,347 千円

区　　分 単位 6年度 5年度 増　減 増減率（％）

△ 0.9

随時分 ㎥ 13,000 15,000 △ 2,000 △ 13.3内訳

定例分 ㎥ 10,078,000 10,172,000 △ 94,000

一時使用分 ㎥ 780 820 △ 40 △ 4.9

予算額（Ｂ） 千円 1,395,347 1,410,850 △ 15,503 △ 1.1

△ 7 △ 5.0

使用料単価（Ｂ/Ａ） 円 138.27 138.48 △ 0.21 △ 0.2

△ 1.1

随時分 千円 2,509 2,805 △ 296 △ 10.6内訳

定例分 千円 1,392,706 1,407,906 △ 15,200

一時使用分 千円 132 139

132

随時分 13,000 ㎥ × 193.00円（使用料単価） 2,509

定例分 10,078,000 ㎥ × 138.19円（使用料単価） 1,392,706

55,875 千円

［その他： 15,441 40,434

15,441

一時使用分 780 ㎥ × 169.23円（使用料単価）

110

20,381

69,536 千円

［下水道事業収益： 69,536

　汚水を確実に浄化センターまで流下させるため、汚水管渠を適切に管理する。また、家屋等への

浸水を防止するため、雨水管や排水樋管等を適切に管理する。

　汚水管及び雨水管の管内調査・清掃及び排水樋管の設備点検並びに法面等の草刈りを業務委託で

行う。また、下水道施設を効率的に維持管理するため、下水道管路管理システムを業務委託により

適切に管理する。

6,566

1,683

4,189

8,602

14,344

　低地の管内にある汚水を浄化センターまで適切に流下させるため、高地までポンプで圧送する中

継ポンプ場を適切に管理する。

　建屋ポンプ場の修繕と効率的な維持管理を包括管理委託により行う。
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（１）委託料　 ポンプ場包括管理委託料 千円

（建屋ポンプ場6か所、マンホールポンプ場65か所）

（２）その他 修繕費ほか 千円

○浄化センター費　　 予算書Ｐ．405

千円　 千円　下水道事業収益： 千円］

＊国・県積算根拠

［国庫補助金：社会資本整備総合交付金

＊その他積算根拠

［負担金：市ＰＲ用看板経費負担金　　50 千円］

  【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

  【内容（何の業務活動をどのような手法で行うか）】

（１）委託料　 浄化センター包括管理委託料 千円

廃棄物処分委託料 千円

水質検査委託料 千円

（２）その他 修繕費ほか 千円

○受託事業費　　 予算書Ｐ．405

千円］

＊その他積算根拠

［受託事業収益：農業集落排水施設包括管理等受託負担金 千円］

  【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

  【内容（何の業務活動をどのような手法で行うか）】

（１）委託料　 農業集落排水施設包括管理等委託料 千円

○総係費　　 千円 予算書Ｐ．405

千円　 千円　下水道事業収益： 千円］

＊国・県積算根拠

［国庫補助金：社会資本整備総合交付金

＊その他積算根拠

［負担金：雨水処理維持管理負担金   

［負担金：水質規制負担金　　　　   

［国・県： 50

　浄化センターに流入する汚水を適切に処理し、河川に放流する。

守谷浄化センター

　効率的な運転管理と維持管理を包括管理委託により行う。また、汚水の処理過程で発生した汚泥

の処分を業務委託で行うとともに、放流水の水質を確認するため、法令に基づく水質検査を業務委

託により実施する。

363,516

52,721

16,815

631,955 千円

24,750 その他： 607,155

24,750 千円］

139,249

［その他： 18,366

18,366

　効率的な事業運営を図るため、農業集落排水処理場及びポンプ場の運転管理と維持管理を受託す

る。

　農業集落排水処理場と浄化センターの一体的な運転管理及び維持管理を公共下水道事業との包括

管理委託により行う。

18,366

121,905

5,113

141,421

産業廃棄物処分の様子 水質検査の様子

18,366 千円

36,480 千円］

52,543 千円］

2,127 千円］

231,991

［国・県： 36,480 その他： 56,262

-177-



［負担金：排水設備補助金　　

［補助金：児童手当給付補助金　　　　

  【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

  【内容（何の業務活動をどのような手法で行うか）】

（１）委託料　 下水道使用料徴収委託料 千円

総合地震対策計画策定委託料 千円

その他委託料 千円

（２）負担金 事業運営経費負担金 千円

その他負担金 千円

（３）その他 職員給与費ほか 千円

○資産減耗費 予算書Ｐ．408

［下水道事業収益

  【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

  【内容（何の業務活動をどのような手法で行うか）】

（１）固定資産除却費 汚水管撤去工事費 千円

構築物除却費 千円

その他除却費 千円

（２）たな卸資産減耗費 たな卸資産減耗費 千円

②　営業外費用

○支払利息　 予算書Ｐ．408

千円　 千円］

＊その他積算根拠

［負担金：管渠整備事業支払利息負担金 千円］

（単位：千円）

③　特別損失

○過年度損益修正損　 予算書Ｐ．409

［下水道事業収益： 千円］

  【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

　下水道使用料の債権を適正に管理する。

  【内容（何の業務活動をどのような手法で行うか）】

　漏水減免等の事実の発生に基づき、決算された収入額を減額修正し、収納状況に応じて還付する。

　・過年度調定還付修正額 下水道使用料 千円

　・貸倒損失 千円

46,012

87,153

8,795

14,252

800 千円］

792 千円］

　事業経営に必要な委託料、人件費等の経費のほか、事務所の電気代等の共通経費や水道料金と合

わせて下水道使用料を徴収する経費の一部を水道事業会計へ支出する。

　適切な経理を行うため、料金徴収事務を業務委託で実施する。また、安定した事業の継続と効率

的な運営を図るため、事業場排水調査や下水道設備管理システムの更新等を業務委託により実施す

る。

419

75,360

37,062 千円

37,062 千円]

31,790 千円

［その他： 3,629 下水道事業収益： 28,161

　適正な資産管理を行うため、下水道施設の改築更新に伴い撤去等をする資産を固定資産から除却

する。

　安定した汚水処理を継続するため、下水道施設の改築更新に伴い、廃止する資産の撤去工事等を

計画的に行う。

31,025

5,930

106

1

下水道事業債 147,221 236,699 31,790 268,489 115,431

3,629

区分
5年度末

残高見込額
(利息) (Ａ)

6年度償還額 6年度末
残高見込額

(利息) (Ａ－Ｂ)元　金 利息 (Ｂ) 計

661 千円

661

660

1
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≪資本的収入≫

①　企業債

○企業債　 予算書Ｐ．410

＊ 積算根拠

［企業債］　

・雨水管布設工事費（新守谷駅周辺土地区画整理事業） 千円

②　国庫補助金

○国庫補助金　　 予算書Ｐ．410

＊ 積算根拠

［国庫補助金］　

・防災・安全社会資本整備交付金 千円

③　他会計負担金

○他会計負担金　　 予算書Ｐ．410

＊ 積算根拠

［管渠整備資本費負担金］　

・雨水管渠整備事業償還元金負担金　　 千円（償還計画に基づくもの）

・新市街地整備事業償還元金負担金　　　　 千円（償還計画に基づくもの）

［雨水管渠整備事業負担金］　

・雨水管布設工事費 千円

・雨水人孔鉄蓋更新工事費 千円

・雨水蓋工事用資材費　　　　　 　　　　　11,020千円千円

④　受益者負担金

○受益者負担金　　 予算書Ｐ．410

＊ 積算根拠（一括納付分）

　徴収猶予取消 ㎡ × × × 15 件 ＝ 円

　減免事由消滅　 ㎡ × × 49 件 ＝ 円

144,000 142.6

区　　分 単位 6年度 5年度 増減額 増減率（％）

245,000 千円

245,000

554,466 千円

区　　分 単位 6年度 5年度

下水道事業債 千円 245,000 101,000

554,466

26,758 千円

区　　分 単位 6年度

増減額 増減率（％）

国庫補助金 千円 554,466 169,495 384,971 227.1

5年度 増減額 増減率（％）

一般会計負担金 千円 26,758 27,043 △ 285 △ 1.1

2.1

雨水管渠整備事業負担金 千円 7,807 8,482 △ 675 △ 8.0
内訳

管渠整備資本費負担金 千円 18,951 18,561 390

区　　分 単位 6年度 5年度 増減額 増減率（％）

14,407

4,544

80

4,180

3,547

16,207 千円

賦　課　件　数 件 64 73 △ 9 △ 12.3

賦　課　面　積 ㎡ 24,360 27,790 △ 3,430 △ 12.3

予　　算　　額 千円 16,207 18,510 △ 2,303 △ 12.4

△ 2 △ 11.8

納付分 減免 件 49 56 △ 7 △ 12.5
内訳

一　括 猶予 件 15 17

350 310 円/㎡ 80% 1,302,000

390 780 円/㎡ 14,905,800
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参考（取手都市計画守谷市公共下水道事業受益者負担に関する条例）

≪資本的支出≫

①　建設改良費

予算書Ｐ．411

千円　 千円］

＊その他積算根拠

［企業債：下水道事業債 千円］

［国庫補助金：防災・安全社会資本整備交付金 千円］

［負担金：雨水管渠整備事業負担金 千円］

［補助金：児童手当給付補助金　 千円］

  【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

　適切な下水道処理を継続するため、汚水管整備や老朽化した下水道施設を更新する。

  【内容（何の業務活動をどのような手法で行うか）】

　汚水処理を継続するため、下水道施設の建設又は改良を行う。

（１）委託料 施工監理委託料 千円

改築更新実施設計委託料 千円

汚水管工事設計委託料 千円

（２）負担金 新守谷駅周辺土地区画整理事業負担金 千円

（３）工事請負費 汚水管布設工事費 千円

汚水管布設替工事費 千円

公共汚水桝設置工事費 千円

汚水人孔鉄蓋更新工事費 千円

浄化センター改築更新工事費 千円

その他工事請負費 千円

負担区の名称 実施区域 単位負担金

守谷第１負担区

愛宕、下新田、下町、仲町、城内、市営第1住宅、市営第2住宅、市

営第4住宅、県営住宅、坂町、上町、新町、栄町、海老原町、旭

町、土塔、やなぎ町、高砂町、若松町、第一松ケ丘、第二松ケ丘、

柳作、清水の一部区域

310円/㎡

守谷第４負担区

小山、奥山本田、辰新田、城山、南守谷、乙子、向山、後田、本田

の各全部

愛宕、山王様前、原、岩町、野口の各一部

600円/㎡

守谷第５負担区

奥山新田、本宿、根崎、後新田、前新田、中妻、第一中妻、角釜

一、角釜二、向崎一、向崎二、向崎三、下川岸、新山一、新山二、

新山三、仲坪一、仲坪二、前坪一、前坪、天神の各全部

清水、岩町、原、大原、原本町、北園、辺田前、新山四、大柏新

田、下ケ戸の各一部

780円/㎡

守谷第２負担区 大柏下ケ戸、清水の一部区域、岩、黒内、原 530円/㎡

守谷第３負担区 工業専用地域 150円/㎡

［その他： 807,513 過年度分損益勘定留保資金等： 546,487

245,000

554,466

守谷第６負担区

原坪、中坪、東坪、中之台、大木松山、大木川端、大木二、大木

三、大木東、東三、大山新田、同地、赤法花、二重堀、金山、仲

坪、向坪、台川端、東根切、西根切、鈴塚、柏崎、城址公園、常総

運動公園の各全部

北園、大原、原本町、愛宕、奥山本田、岩町、野口、野口前、辺田

前、新山四、大柏新田、下ケ戸の各一部

780円/㎡

○下水道建設費　1,354,000 千円

37,840

4,180

419,100

16,060

7,807

240

7,568

73,980

143,594

44,915

514,635

63,840
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（４）職員給与費 職員給料 千円

（５）その他 資材費 千円

②　企業債償還金

○企業債償還金（元金） 予算書Ｐ．412

千円]

＊その他積算根拠

［負担金：管渠整備資本費負担金　　 千円］

［負担金：受益者負担金　　　　　　 千円］

（単位：千円）

企業債の借入利率別現在高の状況（6年度末見込・元金）

４．その他

（1）重要な会計方針に係る事項に関する注記

　　ア　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　　　・先入先出法に基づく原価法

　　イ　固定資産の減価償却方法

　　 　  有形固定資産

　　　　・定額法 （ただし、取替資産については、取替法による。）

　　　　・主な耐用年数

　　　　　建物　　　　　　 31年～50年

　　　　　構築物　　　　　 10年～50年

　　　　　機械及び装置　　　6年～20年

　　　　　車両運搬具　　　　4年～ 5年

　　　　　工具器具及び備品　4年～ 5年

　　ウ　引当金の計上の方法

　　 (ｱ) 賞与引当金

　　 (ｲ) 貸倒引当金

　　 　　

　　エ　消費税及び地方消費税の会計処理

14,352

13,936

18,951

16,207

区　分
5年度末

残高見込額
(元金) (Ａ)

6年度償還額 6年度中
借入予定額

(Ｃ)

236,699 千円

［その他： 35,158 千円　 積立金： 201,541

6年度末残高
見込額（元金）
(Ａ－Ｂ＋Ｃ)元金 (Ｂ) 利　息 計

下水道事業債 1,595,644 236,699 31,790 268,489 245,000

0 0

1,603,945

区　分 1.5％以下 2.5％以下 3.5％以下 5.5％以下 5.5％超 計

　職員の期末手当、勤勉手当及び法定福利費の支給に備えるため、当年度末における

支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

　債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上

している。

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式で行っている。なお、控除対象外消

費税等については、当事業年度の費用として処理している。

1,603,945

件数（件） 3 27 4 0 0 34

残高（千円） 267,418 1,273,057 63,470
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（2）予定貸借対照表に関する注記

　　ア　企業債の償還に係る他会計の負担

（3）セグメント情報に関する注記

　　ア　報告セグメントの概要

　予定貸借対照表に計上されている企業債(1年内に償還予定のものを含む。)の償還に

対して、他会計が負担すると見込まれる額は、405,070千円である。

　守谷市公共下水道事業会計では、公共下水道事業の単一セグメントのため、記載を

省略している。
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